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総務省の2024年6月末時点でのデジタル空間における情報流通の整理
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付資料24-1-4

注：赤丸は筆者が2023/12の発表との差分について付したものである



電気通信事業者
・サービス

2023/12総務省検討会での筆者発表資料（デジタル空間における情報伝達の課題（例））
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総務省の2024年6月末時点でのデジタル空間における情報流通の整理
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付資料24-1-4

注：赤丸は筆者が2023/12の発表との差分について付したものである



• アテンション・エコノミーに関する分析の必要性

• 情報の伝送を行うにあたり、誤情報・偽情報の拡散に限らず、信頼性が高いコンテンツの拡散

が進まないことには、デジタル空間における関係者に対する行動インセンティブの設計に課題

があるのではないか

• 「アテンション・エコノミー」は、行動インセンティブの歪みを指摘するものとも思われるが、実際には

コンテンツの伝送にあたり、様々なプラットフォーム、広告エコシステム、データの移転・分析、コン

テンツの利用がなされており、十分に分析できていない。例えば、アドフラウド、ディープフェイ

ク・・・その他問題として指摘される典型的ないいくいつかのケースや、政治的言論、サイバー

攻撃などの場面において、具体的な当事者の関係性、行動インセンティブ、関係者の行動

の傾向などの状況のそれぞれを分析していくことが重要ではないか

• デジタル市場競争本部においては、経済的分析において進んだ部分があるが、経済的規制を

議論するものであるため競争環境を離れて、情報の拡散における問題点までは分析されておら

ず、社会的政策・対応を検討する本検討会での独自の分析の意義は残ると考えられる

• デジタルプラットフォーム・サービスの伝送場面においても、コンテンツモデレーション等の

実施状況や、エコシステムの状況について分析を深めることが有用なように思われれる

2023/12総務省検討会における筆者発表資料（指摘した検討の視点）



電気通信事業者
・サービス

2023/12総務省検討会での筆者発表資料（デジタル空間における情報伝達エコシステムの現状）
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総務省の2024年6月末時点でのデジタル広告エコシステムに関する整理
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付資料24-1-4



総務省の2024年6月末時点でのデジタル広告エコシステムに関する整理
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付資料24-1-4



総務省の2024年6月末時点でのデジタル空間におけるデジタル広告エコシステムの課題の整理

【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付資料24-1-4



情報流通に関する基本的な方針
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付資料24-1-4



情報流通に関するインフラ事業者・広告主の役割
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付資料24-1-4

• 金融業界も含めた準公共セクター、民間事業者への要請

• 社会インフラとしての金融機関の積極的情報発信の必要性

• 広告発信におけるブランドセーフティと利用者保護を意識したデジタル広告への関与



【参考】情報流通に関するPF等への要請方針
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付資料24-1-4



• 検討会全体としては、制度面に限らない、人材育成、技術開発、ファクトチェック推進、

研究者との連携、ステークホルダーへの要請なども含めて総合的な検討が行われている

• 検討会WGにおいて、欧州デジタルサービス法（DSA）を最大のベンチマークとして、欧州AI

法、メディア自由法、米国の裁判例での議論、通信品位法、FTC法、州法や、英国オンライン

安全法等の各国の法制（や行動規範等の制度等の運用実務）を踏まえて、情報伝送PF、

広告仲介PFの規制を中心に議論がされている

• 一方で、デジタル広告については、情報伝送PFのコンテンツモデレーションの議論に比べ、今

後のヒアリングも予定され、さらに分析が深められるべき状況にある（WG資料31-2参照）

• また、日本においては、SNS型の投資詐欺の議論が大きくなっていることもあり、単なる偽情報・

誤情報だけでなく、権利侵害情報や違法情報もてどのように制度整備を行いうるか検討がさ

れる見込み

• 2024年通常国会において改正されたプロバイダ責任制限法（改正後の法令は情プラ法と

通称されている）の改正とは別途議論がされているものであることに注意

• 上記のようなリスクの軽減の規制議論が進む一方で、メディアの情報発信等信頼性が高

い情報流通を推進する方策や、制度によらない技術による対策も模索されている

ここまでの制度面も念頭においた検討の状況について



【参考】 2024年通常国会での改正情プラ法の概要
【出典】総務省HP：https://www.soumu.go.jp/main_content/000931474.pdf



情報流通に関する技術的開発の方針
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付資料24-1-4

• 制度面での対策だけでなく、インターネットガバナンスの整備も参考にしつつ、技術面か

らのカバナンスの整備も検討されている（6月10日検討会資料22-2-1、22-2-2な

ども参照）

• 発信者を判別可能とする技術として、オリジネータプロファイル（OP）なども想定されている

• 生成AIに関しては、OECDにおいて生成AI時代の信頼に関するグローバル・チャレンジ、OECD

Information Integrity Hubなどの取り組みも進められているところ



【参考】 OP技術の概要
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年4月15日クロサカ構成員配付資料17-2



デジタル空間における情報流通の健全性確保のための制度整備の方向
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会WG2024年7月1日総務省配付資料31-1



偽情報・誤情報の定義
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会WG2024年7月1日総務省配付資料31-1

• 2024年7月1日時点でのWGの中間取りまとめ案での特定方法

• 権利侵害、違法の場合を含むとしている点について、欧州のDSAとの相違がある

• 最終的な文言等は7月1日WGでの議論を踏まえ中間取りまとめ案で修正される可能性もあ

ることに注意



SNS詐欺等に関する政府の対策の方向性
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付参考資料24-2



SNS詐欺等に関するPFへの要請の方針
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付参考資料24-2



SNS詐欺等に関するPFへの要請の方針
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付参考資料24-2



SNS詐欺等に関するPFへの要請の方針
【出典】総務省デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会）2024年6月27日総務省配付資料24-2



SNS詐欺等に関する政府の対策の全体像
【出典】首相官邸犯罪対策閣僚会議HP：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/index.html

における「国民を詐欺から守るための総合対策」概要資料部分

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/index.html


SNS詐欺等に関する政府の対策の全体像
【出典】首相官邸犯罪対策閣僚会議HP：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/index.html

における「国民を詐欺から守るための総合対策」概要資料部分

注：赤線は筆者が付したものである

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/index.html


• 被害に遭わせない対策関係

• 無登録業者による偽広告の掲載が違法な金融商品取引業に該当し得ることの明確化、登録業者の著名人のなりす

まし広告防止に関する広告規制の強化等（総合対策4,6頁）

• フィッシング対策に関連し、クレジットカード不正利用情報の国際ブランド経由でのカード会社への提供の効率化、コード決

済の被害防止のための小売店側への犯罪手口情報提供（同9-10頁）

• 金融機関での声がけ、警察への一定基準での通報の取り組み、ＡＴＭでの振込・引出制限等の推進、ATMでの携帯電

話利用者への注意喚起（同11頁）、電子マネー発行事業者等における不正検知・利用停止等の強化（同12頁）

• 犯罪者のツールを奪うための対策関係等（同20-21頁）

• 不正に譲渡・開設された法人口座を含む預貯金口座等が、犯罪者グループ等内での金銭の授受等に用いられている実

態や、実態のない法人が設立され、多数の法人口座を不正に開設している実情 （中略） 業界団体等を交えた検討を

行いつつ、犯罪収益移転防止法により求められている預貯金口座利用時の取引時確認を一層厳格化し、金融機関に

よる顧客等への声掛け・注意喚起を徹底・強化するなど、法人口座を含む預貯金口座等の不正利用防止対策を推進

• 帰国する在留外国人から不正に譲渡された預貯金口座が、犯行に利用される実態 （中略） 犯罪者グループ等が当該

外国人になりすまして預貯金口座を悪用することのないよう、業界団体等を交えた検討を行いつつ、在留期間に基づいた

預貯金口座の管理を強化するなどの対策を推進する

国民を詐欺から守るための総合対策における金融関連での補足



• 非対面の本人確認について（総合対策21頁）

• 犯罪収益移転防止法、携帯電話不正利用防止法に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人

認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。対面でもマ

イナンバーカード等のＩＣチップ情報の読み取りを犯罪収益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法の本人確認にお

いて義務付ける。また、そのために必要なＩＣチップ読み取りアプリ等の開発を検討する。さらに、公的個人認証による本人

確認を進める。

• 2024年6月21日付デジタル重点計画（同計画の重点政策1-36より抜粋）

国民を詐欺から守るための総合対策における金融関連での補足



以下、2023/12発表の際の既存資

料から引用資料

（注：発表では利用せず、討議におい

て必要がある場合に引用します）



AIの開発から利用までのバリューチェーン

・ AI開発者（AI Developer）
AIシステムを開発する事業者（AIを研究開発する事業者を含む）

AIモデル・アルゴリズムの開発、データ収集（購入を含む）、前処理、
AIモデル学習、検証を通してAIモデルおよびAIモデルのシステム基盤
や入出力等を含むAIシステムを構築する役割を担う。

・ AI提供者（AI Provider）
AIシステムをアプリケーションや製品もしくは既存のシステムやビジネス
プロセス等に組み込んだサービスとしてAI利用者（AI Business 
User）、場合によっては業務外利用者に提供する事業者

AIシステム検証、AIシステムの他システムとの連携の実装、AIシステ
ム・サービスの提供、正常稼働のためのAIシステムにおけるAI利用者
（AI Business User）側の運用サポートやAIサービスの運用自
体を担う。AIサービスの提供に伴い、ステークホルダーとのコミュニケー
ションが求められることもある。

・ AI利用者（AI Business User）
事業活動において、AIシステム又はAIサービスを利用する事業者

AI提供者が意図している適正な利用及び環境変化等の情報をAI
提供者と共有し正常稼働を継続する、必要に応じて提供されたAI
システムを運用する役割を担う。また、AIの活用において業務外利
用者に何らかの影響が考えられる場合は、当該者に対するAIによる
意図しない不利益の回避、AIによる便益最大化の実現に努める役
割を担う。

【出典】AI事業者ガイドライン案：第7回AI戦略会議（2023年12月21日）配付資料



現在の情報空間の構造に関する従来からの分析
【出典】次世代NHKに関する専門小委員会「次世代NHKに関する論点とりまとめ（第2次）」報告書（2023年3月31日）



EUにおける偽情報に関する問題の捉え方と取組の全体像
【出典】株式会社三菱総合研究所「諸外国におけるフェイクニュース及び偽情報への対応」
：第8回プラットフォームサービスに関する研究会（2019年5月24日）配付資料



フェイクニュースとレコメンデーションの関係
【出典】次世代NHKに関する専門小委員会「次世代NHKに関する論点とりまとめ（第2次）」報告書（2023年3月31日）



メディアの収益構造の変化
【出典】次世代NHKに関する専門小委員会「次世代NHKに関する論点とりまとめ（第2次）」報告書（2023年3月31日）



従来の情報空間の構造
【出典】次世代NHKに関する専門小委員会「次世代NHKに関する論点とりまとめ（第2次）」報告書（2023年3月31日）


